
第１８回 四日市市健康危機管理対策本部員会議（結果） 

令和２年４月２０日（月）午後３時３０分から 

６階 本部員会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症に係る情報共有について 

【健康福祉部】 

〇５～７例目の感染者発生について 

 本日、市長臨時記者会見を行うこととした。 

 ※記者会見資料（本市ホームページ）参照 

 

【危機管理監】 

○新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」について 

 ※三重県ホームページ参照 

・県・市町が協調して、三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金を交付予

定。休業要請・依頼に全面協力する中小企業・小規模事業者（個人事業主を含

む）を対象に１事業者あたり５０万円を交付する。 

・三重県独自の制度として、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる宿泊予

約延期協力金を交付予定。宿泊予約の先延ばしやキャンセルを行った事業者に

対して１人泊あたり６千円（１施設あたり上限１２万円）を交付する。 

  

２ 今後の対応について 

〇天津市から寄贈を受けるマスク等について 

 ・マスク 20,000枚は保育園や高齢者施設等に配布し、防護服 2,000着は検査等で

使用することとした。 

○アルコール製品の寄贈について 

 ・市内事業所から高濃度アルコールの寄贈を受ける。 

 ・消毒用エタノールの代替品として使用する際は、厚生労働省からの事務連絡を

参考に、注意書きを添えるなどの対応をすること。 

○地区市民センターだより（5月 10日発行）への記事掲載について 

 ・次回発行分にも記事を掲載することとした。 

○職員窓口用アクリル板について 

 ・未要望の部局については管財課へ報告すること。 

 


